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１．韓国特許の早期公開・早期登録特許動向 
 前報で韓国の早期公開特許、公開前登録特許（公開前に登録になると公開公報が発行

されない）などの出願動向を紹介しました。本報告では、韓国の早期公開特許、登録特

許（出願～公開・登録まで）の状況を中国、台湾、日本とも比較してみました。 
 グラフ下の数字は出願年、さらにその下の凡例は出願から 6 か月ごとの公開および登

録の月数、左軸は出願数です。 
 
１）早期公開特許の状況 
 韓国（図 1） 

 

  日本と同様、出願から 18 か月後(19-24 か月)に公開されるものがほとんどです。 
 
日本（図 2） 

 

 出願から 18 か月までに公開されるものは極めて少なく大半は 19 か月後、20 か月後

の公開となっています。 



 
 中国（図 3） 

 
 他の 3 国と異なり、2014 年出願以降は、その 6 割以上が出願から 6 か月以内の公開

となっています。 
 

 台湾（図 4） 

 
 韓国や日本と同様、出願から 18 か月以降公開のものも多いが、2012 年以降は出願か

ら 7-12 か月公開のものが年々多くなり、全出願の約５０％を占めるまでになっていま

す。 
 
  



２）早期登録特許の状況 
韓国（図 5） 

 
 前報でも紹介しましたが、出願から 6 か月あるいは 12 か月以内に登録となるものが

他の 3 国に比べて多いのが特徴です。 
 

日本（図 6） 

 
 出願から４年以上の登録もまだまだ多い。日本登録特許について上図より少し荒っぽ

い 1 年単位での登録推移を表１に示しました（台湾特許庁データベース GPSS）。表の

最左列は登録年、表 2 行目は出願年、1 行目は各年の出願数（出願年基準なのでデータ

が更新されるたびに増加する。2022 年 1 月 20 日時点） 
 
  



表１：日本登録特許の出願年単位の推移 

 
 
中国（図 7） 

 
 中国における登録のピークは 3 年弱と日本よりやや早く審査が行われているようで

す。 
 

台湾（図 8） 

 
 2016 年以降、台湾では出願から 13-18 か月が登録のピークとなっています。 



 
出願～2 年以内に登録になる割合を東アジアの４国で見たのが表 2 です。 

表２．出願～2 年以内登録 

 
 韓国は、他の 3 国に比べ早期に登録になる割合も多いことが表２からもわかります。

台湾も 2015 年以降、早期登録の割合が高くなっています。 
2018 年以降出願分は出願から間がないため母数が少なく、比較するには難がある。 

 
２．韓国早期登録特許 
１）通常登録特許  
 出願年 2010 年以降の通常登録特許（通常登録特許）登録率とその Legal Status を表

３に示した。KIPRIS では Registered（登録）、Withdrawn（取下げ）、Rejected（拒

絶）、Ended（失効）など Status 別にも検索・表示が可能となっているので、これらの

Status で生死を確認できる。登録特許の場合には、現在も登録状態が継続しているの

か（Registered）あるいは失効したのか（Ended）の 2 種が確認できる。 
 

表３の「出願公開」数には前報で紹介した「公開前登録数」（公開前に登録になると

公開公報が発行されない）も含む。10 年以上経ても６０％程度が維持されている。 
 

 



 
２）早期登録特許 
 出願から 6 か月以内に登録となる早期登録特許についても同様に 2010 年以降出願分

について生存率を確認した（表４）。早期審査請求してまで登録させるからにはきっと

重要な特許でその維持率も高いことが予想される。 
 

 
 しかし、表４からは通常登録と比べ、必ずしも特許維持率（生存率）が高いとも言え

ない。逆にわずかであるが早期登録特許の生存率は若干低い。 
 
３）早期登録特許出願人 
早期登録特許の技術分野別特徴などについても触れると何か発見できるかもしれない

が、ここでは 2020 年早期登録特許の出願人ランキングを挙げてみた（表５）

 
 



 英語表記のみからの検索で網羅的ではないが、各出願人の 2020 年登録特許の件数を

欄外に示した。SAMSUNG ELECTRONICS、SAMSUNG DISPLAY、KOREA 
ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS(韓国電子通信研究院)など登録特許ラ

ンキング 10 位以内の出願人も表５に存在するが、早期登録特許比率はいずれも１、２％

であるので積極的に早期登録を利用しているものではなさそうである。 
 日本などと比べ早期に審査され、早期登録となっているが、韓国は単に審査が早くな

っているだけで早期登録によるメリットは今のところ確認できていない。 
 
４．登録特許出願人ランキング 
 登録特許数は、公開特許同様、KIPRIS から「出願人コード＋ハングル名＋英語名」

で検索しています。例えば、韓国電子通信研究院では「119980989702 + 한한한한한한한한한 + 
"Electronics and Telecommunications Research Institute"」となります。（登録特許に

限ることではありませんが、データベースでは「Electronics & Telecommunications 
Research Institute」と表記されることが一般的ですが、KIPRIS では 0 件となる。） 
 
 前報では公開特許出願人ランキングを紹介しましたが、同様に登録特許についても発

行日基準での出願人ランキングを表６に紹介します。2021 年登録特許数でもサムスン

グループおよびＬＧグループが上位を占めています。また、韓国の研究機関や大学から

も大量の出願があり、登録となっています。 
 
 公開特許では中国の出願が伸びつつあることを紹介しました。登録特許では中国通信

分野出願のうち HUAWEI TECHNOLOGIES が 24 位につけているだけで、2021 年公

開特許数で大きく躍進している BAIDU、OPPO MOBILE、VIVO MOBILE などはま

だ登録特許ランキング TOP50 にも入っていません。今後の動向が注目されます。 
日本出願人では、公開特許でも上位であった SEMICONDUCTOR ENERGY を筆頭

に TOKYO ELECTRON、CANON、SONY、DISCO、NITTO DENKO などが TOP50
にランクインしている。 

 
  



表６．韓国登録特許出願人ランキング（データベースは KIPRIS) 

 

 



 
 
５．特許情報の今後の検証予定 
・内外国別出願推移、法人個人別出願推移 
・韓国内国出願と PCT 移行出願の推移 
・KIPRIS の活用 
 商用データベースでは得られない情報が KIPRIS で得られることもあります。 
英語版(http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch)では 
得られない情報がハングル版(http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp)得られる、 
などもありますのでその活用も見極めたいと思っています。 
 
６．参考図表 
 本稿で使用したデータベースの収録状況を別表１～４に示しました。 
 特に紙数の関係で圧縮したものではありませんが、一覧してわかるように、というこ

とでここでも多少見づらい表となったことをお断りしておきたい。収録に 4 件以上の差

があるものについては色づけして示した。 
 CNIPR：中国知識産権出版社中国特許データベース 
 TPSS：台湾特許庁台湾特許データベース（無料） 
 GPSS：台湾特許庁 Worldwide データベース（無料） 
 KIPRIS：韓国特許情報院 KIPI データベース（無料） 
 WIPS GLOBAL：WIPS の Worldwide データベース 



GPSS での収録確認 
 いずれの国も公開特許は「検索及び表示設定」で「公開」を選択すれば公開特許が抽

出されますが、登録特許の場合には「公告」を選択しても実案も含むので「and (B or 
C)@PN」として公報種別を掛けることで登録特許が抽出できます。 
 中国の公告特許は時代により変遷し、2010 年 4 月より C から B となっています。 
韓国の公告特許は「B1」、日本の公告特許は「B1 または B2」ですが、いずれも「B」

で抽出できます。 
 

東アジア各国の特許収録状況 
別表１．中国特許 

 

別表２．台湾特許 

 



台湾特許庁データベースの台湾特許のみを収録する TPSS と Worldwide な GPSS で

の台湾特許収録は同じものだと（同じソース）思っていましたが、出願年基準の公開公

報数と登録（公告）公報数では差があるようです。 

 
別表３．韓国特許 

 
別表４．日本特許 

 



 
 データベースの収録状況は調査開始前に把握しておきたいものです。収録が不充分で

あることを承知して利用することは問題ありませんが、不充分であることも確認せずに

調査することは避けたいですね。特に研究者や調査初心者は社内で使っているデータベ

ースの収録に問題があるなどとは思わず利用することが一般的です。管理者はその点も

周知して利用してもらうことが必要です。 
 

以上 


